
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．働きやすい環境づくりコース

地域協議会等※が「働きやすい環境づくり計画」に基づき実施する就業に関する
ルール策定や見直し、従業員の労働負荷軽減に資する取組、マネジメント体制強
化のためのシステム導入等を支援します。
※ 関係機関（地方自治体・JA等）＋農業経営体３者以上（人材を雇用する経営体
が少ない地域で、地域の核となる農業経営体の場合、１者以上で可）

２．推進体制整備コース
労働関係法制の見直しに対応するための周知活動や現場のフォロー体制の構

築、労災保険の任意加入を促進するための取組を支援します。

＜全国事業＞
各種制度の周知のための説明会の実施、労災保険の加入促進のための事例
調査・手引き作成 等
＜都道府県事業＞
地方自治体や農業関係団体と社会保険労務士等が連携する体制の構築、
労災保険加入の手続支援相談会の開催 等

３．産地間連携等推進コース
繁閑期の異なる他産地・他産業との連携等による労働力確保を推進するための

労働力調査等の実施を支援します。

［お問い合わせ先］経営局就農・女性課（03-6744-2160）

雇用就農緊急対策のうち
雇用体制強化事業

＜対策のポイント＞
農業従事者の減少が加速する中、雇用による人材獲得・定着を図るために、働きやすい環境づくりや労働関係法制の見直しに対応するための体制整備、
他産地・他産業との連携による労働力確保等を支援します 。

＜事業目標＞
農業分野における労働環境の改善

＜事業の流れ＞

【令和７年度補正予算額 1,275百万円の内数】
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３ 産地間連携等の推進

【取組例】
○ 就業規則の策定・見直し

 社会保険労務士等へのコンサルティング相談等

○ 働きやすい環境づくりのための研修
 外部講師を招いた研修会の開催等

○ 労働負荷の低減
 作業のマニュアル化、工程見直し等

○ マネジメント体制の強化
 人事制度や人材管理システムの導入等

将来への
キャリアアップ展望

従業員の
作業効率UP

1 働きやすい環境づくりに対する支援

社会保険労務士への
コンサルティング相談

＜人材不足産地＞

情報登録

＜人材を送り込みたい産地＞

・繁閑の時期
・必要な人数
・産地内の労働環境 等
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（１、３の事業）

（２の事業）

情報の一元化

＜実施主体＞

連携先の検討 派遣先の検討

＜他産業の企業＞

情報提供

２ 推進体制の整備
（都道府県事業）
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（取組例）
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